
島原市報道資料

令和元年７月１９日

報道関係者　各位

理由
島原市入札参加資格
者指名停止の措置基
準第２条第２項［別
表第２第４項（独占
禁止法違反行
為）］、第４条第３
項該当

大村市富の原２－５２１

　令和　元年　７月１９日から

　令和　元年　８月１８日まで　１ヶ月間
指名停止の期間

　ニチレキ株式会社は、舗装用改質アスファルトの需要
者向け販売価格の低落を防止し自社の利益の確保を図る
ため、他の２社を合わせた３社で共同し、３社の営業責
任者等による会合を開催するなどして、不当に販売価格
を引き上げ又は維持することを行っていた。
　これによりニチレキ株式会社が、令和元年６月２０日
公正取引委員会より、独占禁止法第３条（不当な取引制
限の禁止）の規定に違反したとして、排除措置命令及び
課徴金納付命令を受けたための措置

このことについて、下記のとおり指名停止を行いましたので、お知らせします。

不正行為を起こした有資格業者の指名停止について

記

指名停止の業者名
ニチレキ株式会社　長崎営業所

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園

担当： 島原市 契約管財課

契約検査班 酒井
電話：0957-62-8024

E-mail：keiyaku@city.shimabara.lg.jp

島原守護神 しまばらん


